
１　総括
 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

 (2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

（注） １　職員手当には退職手当を含みません。

      ２　職員数は、平成17年４月１日現在の人数である。

(3) 特記事項

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

庄原市のラスパイレス指数の推移（一般行政職）

※全国市平均は政令指定都市を除いた数値

※平成13年度庄原市の数値は、合併前の旧庄原市の数値である。

    （注） １  ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。

　　　　　 ２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

類似団体平均 98.4 94.5

全国市平均※ 101.4 97.4

区　　分 平成13年度 平成18年度

庄　原　市 99.3 94.9

3,372,989 5,707

     特になし

591 2,132,909 374,774 865,306

期末・勤勉手当 　　　　　計　　　　　Ｂ 　　　　　　　　Ｂ／Ａ　　

17年度
人 千円 千円 千円 千円 千円

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当

16.7 15.8

区  分 職員数 給 与 費 一人当たり給与費

43,519 32,271,746 493,753 5,393,622

　　　　　　Ｂ 　　　　Ｂ／Ａ　　 16年度の人件費率

17年度
人　 　　　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　　％ 　　　　　　　　　　　％

　　　　　（17年度末） 　　　　　　Ａ

庄原市の給与・定員管理等について

区　分 住民基本台帳人口 歳出額　 実質収支 人件費 人件費率 （参考）

(H13)
99.3 (H13)

98.4

(H13)
101.4

(H18)
97.4

(H18)
94.5

(H18)
94.9

90

95

100

105

庄原市 類似団体平均 全国市平均



２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（18年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

  (注) １　「平均給料月額」とは、平成18年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

      　　　 ２ 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、調整手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の

　 額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。

　　　　　 　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれて

いないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。

３　広島県の「平均給料月額」「平均給料月額」は、給与減額措置後の金額である。

(2) 職員の初任給の状況（18年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

　（注）　広島県の「平均給料月額」「平均給料月額」は、給与減額措置後の金額である。

-

看護師 短 大 ３ 卒 201,600 - -

薬剤師 大　学　卒 184,800 -

-

医師・歯科医師 大　学　卒 455,700 - -

技能労務職 高　校　卒 142,800 131,532

170,200

高　校　卒 142,800 134,248 138,400

一般行政職 大　学　卒 170,200 165,094

区　　　分 庄　　　　原　　　　市 広　　　島　　　県 国

47.0 292,429 312,316 303,976
類似団体

48.4 286,500 - 318,595
国

51.2 363,837 415,648 380,296
広島県

平均給与月額(国ベース)

庄原市
50.11 344,481 356,264 349,839

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

42.7 333,185 380,094 359,336
類似団体

40.4 328,477 - 381,212
国

43.2 347,607 422,497 375,869
広島県

平均給与月額(国ベース)

庄原市
43.0 338,724 382,893 360,241

区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額



(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（18年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

３　一般行政職の級別職員数等の状況
　 (1) 一般行政職の級別職員数の状況（18年４月１日現在）

（注） １　庄原市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

計
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

448 100.0

７　　級 部長・支所長
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

12 2.7

６　　級 課長
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

50 11.2

５　　級 係長・専門員・所長
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

109 24.3

４　　級 主任
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

60 13.4

３　　級 主任主事・主任技師・主任保育士
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

180 40.2

２　　級 主事・技師・保育士
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

32 7.1

１　　級 主事・技師・保育士
　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

5 1.1

313,900

区　　分 標準的な職務内容 職員数 構成比

技能労務職 高　校　卒 － 272,700

373,096

高　校　卒 245,231 284,618 330,953

一般行政職 大　学　卒 276,389 317,486

区　　　         分 経験年数10年以上15年未満 経験年数15年以上20年未満 　経験年数20年以上25年未満　　　

１級
１級
0.065１級

0.011 ２級

２級
0.148

２級
0.071 ３級

３級
0.268

３級
0.402

４級

４級
0.129

４級
0.134

５級

５級
0.248

５級
0.243

６級

６級
0.116

６級
0.112

７級

７級
0.026

７級
0.027
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（2) 昇給期間短縮の状況
　

４　職員の手当の状況
（1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円 千円

（17年度支給割合） （17年度支給割合） （17年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

有 有 有

（2) 退職手当（18年４月１日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

定年前早期退職特別措置　　2～20%加算 定年前早期退職特別措置　　2～20%加算

勧奨退職特例措置　　　　　　 3～30%加算

１人当たり平均支給額　　 千円

（注）　 １　退職手当については、広島県市町職員退職手当組合退職手当支給条例に基づき支給されています。

　　　　 ２　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額である。

３　１人当たり平均支給額は、17年度に退職された職員に支給された平均額である。

24,468

59.28 59.28 59.28 59.28

47.50 59.28 47.50 59.28

33.50 41.34 33.50 41.34

（支給率）　　　　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　自己都合　    勧奨・定年

23.50 30.55 23.50 30.55

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

庄　　　　　　　　　　　原　　　　　　　　　　　市 国

1,542 1,938 -

3.0 1.4 3.0 1.45 3.0 1.45

国

１人当たり平均支給額（17年度） １人当たり平均支給額（17年度） １人当たり平均支給額（17年度）

　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ／Ａ

庄　　　　　　原　　　　　市 広　　　　　島　　　　　県

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ

比　　　　　　　　　　　率 0.00%

　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ／Ａ

17年度

職 員 数 　　　　　　　712　人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ

普通昇給期間（１２～２４月）を 　　　　　　　　0　人

短縮して昇給した職員数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ

　　　　　比　　　　　　　　　　　率 0.00%

区　　　　　　　　　　　　分 全　職　種

16年度

職 員 数 　　　　　　　728　人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  Ａ

普通昇給期間（１２～２４月）を 　　　　　　　0　人

短縮して昇給した職員数



 (3) 地域手当（18年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％

 (4) 特殊勤務手当（18年４月１日現在）

千円

　円

　％

 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

支給実績（16年度決算） 173,829

職員１人当たり平均支給年額（16年度決算） 317

支給実績（17年度決算） 196,857

職員１人当たり平均支給年額（17年度決算） 373

早朝調理業務従事手当
総領中学校寄宿舎に勤務する調
理員

正規の勤務時間による午
前６時からの調理業務に
従事したとき

日額　370円

保育所従事職員手当 保育業務に従事する保育士 - 月額　2,000円

廃棄物処理従事手当

し尿処理施設、ＲＤＦ処理施設又はご
み焼却施設において、薬品管理、高
温危険処理機械管理、有害物環境に
おける業務に従事する職員

- 月額　7,000円

行路死亡人取扱手当
行旅死亡人の収容作業に従事し
た職員

行旅死亡人の収容作業
に従事したとき

１件　1,500円

行旅病人取扱手当 行旅病人の救護に従事した職員
行旅病人の救護に従事
したとき

１件　800円

防疫作業従事手当 防疫等作業に従事する職員 防疫作業に従事したとき １回　500円

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

職員全体に占める手当支給職員の割合（17年度） 16.2

手当の種類（手当数） 6

支給実績（17年度決算） 2,872

支給職員１人当たり平均支給年額（17年度決算） 2,992

広島市 10 0 4

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

支給実績（17年度決算） 0

支給職員１人当たり平均支給年額（17年度決算） 0



 (6) その他の手当（18年４月１日現在）

・配偶者 13,500円

・配偶者以外の扶養親族のうち2人 6,000円

・配偶者のいない職員の扶養親族のうち1人

11,000円

・扶養親族でない配偶者がある職員の扶養

  親族のうち1人 6,500円

・その他 5,000円

・満16歳の年度始めから満22歳の年度末まで

　の子 5,000円加算

○月額12,000円を超える家賃を支払っている

　職員

(1) 家賃23,000円以下の場合

家賃の月額－12,000円

(2) 家賃23,000円を超える場合

11,000円＋（家賃の月額－23,000円）×１／２

(最高　27,000円）

○単身赴任手当を支給されている職員で、留

　巣家族の家賃を負担している者。

・上記により算出した額の1/2

（最高　13,500円）

○自宅居住者 2,500円

○通勤のため、交通機関等を利用している職

　員又は自動車等を利用している職員に支給。

月額限度額

　　(交通機関の利用者) 上限55,000円

　　(交通用具利用者) 2,000円～34,700円

・有料駐車場加算 1,000円

○異動等によりやむを得ず配偶者と別居し、

　単身で生活する職員に支給。

・基本額 23,000円

・職員の住居と配偶者の住居との交通距離区

　分に応じた加算 6,000円～45,000円

（最高　68,000円）

○休日において正規の勤務時間中に勤務を

　命ぜられ、勤務した場合に支給。 －

・勤務1時間当たりの給与額×135%×時間数

○正規の勤務時間として午後10時から午前5

　時までの間に勤務する職員に支給。 －

・勤務1時間当たりの給与額×25%×時間数

- 円

- 円夜間勤務手当 同 - 千円

休日勤務手当 同 - 千円

千円 100,172 円

単身赴任手当 同 - 千円 - 円－

通勤手当 異

交通用具利
用者：距離
に応じ2,000
～24,500円
駐車場加
算：なし

45,979

千円 171,779 円－住居手当 同 18,724

（17年度決算）

扶養手当

○扶養親族のある職員に支給。

同 70,917 千円 207,967 円－

支給実績 支給職員１人当たり

手　当　名 内容及び支給単価(17年度) との異同 異なる内容 （17年度決算） 平均支給年額

国の制度 国の制度と



○宿日直勤務を命ぜられた職員に支給。

・勤務1回につき 5,500円

・医師の勤務1回につき 13,800円 －

・応援診療1回2時間以内 2,000円

・応援診療1回2時間超 4,000円

○管理又は監督の地位にある職員のうちその

　職務の特殊性に基づき支給。

・部長、支所長 給料月額×12% －

・本庁の課長 給料月額× 9%

・支所の課長 給料月額× 8%

○医師の職に新たに採用された職員に支給

・最高支給額 276,000円

※採用後35年以内の期間、採用からの経過

　年数に応じて減額支給。

○管理職手当支給対象職員が休日等に臨時

　又は緊急等の必要によりやむを得ず勤務し

　たときに支給。

・職員区分、勤務時間に応じ

4,000円～9,000円／回

５　特別職の報酬等の状況（18年４月１日現在）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。                         

     ２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     

           勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

6,200,000円 任期毎

備　　　　考

17,200,000円 任期毎

助 役 給料月額×支給率(300/100)×勤続年数 8,400,000円 任期毎

議 員

退
職
手
当

市 長 給料月額×支給率(500/100)×勤続年数

収 入 役 給料月額×支給率(250/100)×勤続年数

議 長 　　（17年度支給割合）

副 議 長 4.4

400,000 177,000

期
末
手
当

市 長 　　（17年度支給割合）

助 役 4.4

収 入 役

475,000 266,000

副 議 長 355,000 425,000 214,000

620,000

報

酬

議 長 410,000

議 員 325,000

526,500

700,000

収 入 役 583,000 750,000 482,700

860,000

助 役 651,000 800,000

区 分 給 料 月 額 等

給

料

（参考）H18年度　類似団体における最高／最低額

市 長 774,000 1,010,000 522,000

千円 - 円

管理職特別勤務
手当

同 － 794 千円 12,215 円

初任給調整手当 異

国の最高支
給額：
307,900円

-

430,661 円

宿日直手当 同

管理職手当 同 26,701 千円

- 千円 - 円



６　職員の任免及び職員数に関する状況

　(1) 職員の採用状況（平成17年4月1日～平成18年3月31日） （単位：人）

　(2) 職員の退職の状況（平成17年4月1日～平成18年3月31日）

1 定年退職：地方公務員法第28条の2第1項の規定により離職すること。

2 勧奨退職：任命権者が人事管理上の目的から職員に退職勧奨を行い、これに応じて退職すること。

3 普通退職：自己都合により退職すること。

4 前年度人数には，合併前の旧市町で退職した人数を含む。

合　　　計 23 56 4 20

死亡退職

失　　　職

懲戒免職

5

分限免職

普通退職 1 2 4

勧奨退職 20 49 15

定年退職 2 5

13 19

区　　　　分
市長事務部局等 西城市民病院（医療職）

人　　　　　数 前年度人数 人　　　　　数 前年度人数

看護師・准看護師 3 1

計 11 6

介護福祉士 5 3

薬剤師

西
城
市
民
病
院

医師 2 1

理学療法士 1

作業療法士 1

身体障害者対象一般事務

計 2 13

保健師

看護師

市
長
事
務
部
局
等

一般事務 2 10

技師 1

保育士 2

試 験 職 種 採 用 者 数 前年度採用者数



　(3) 部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

（注） １　職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する休職者、派遣職員などを含み、臨時職員又は

　非常勤職員を除きます。

　　　 ２　[     ]内は、条例定数の合計である。

(4) 年齢別職員構成の状況（18年４月１日現在）

　

124 74 0 712

人

0 9 36 94 74 78 65 64 94

人 人 人 人
職員数

人 人 人 人 人 人 人 人

51歳 55歳 59歳 以上35歳 39歳 43歳 47歳未満 23歳 27歳 31歳

～ ～

計

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

48歳 52歳 56歳 60歳

〔類似団体人口1,000人当たり職員数　－人〕

区　分

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳

2

合　　計
728 712 ▲ 16 〔参考：人口1,000人当たり職員数　16.4人〕

[     -      ］ [    814     ］ [   -   ］

▲ 2 支所の業務の見直しによる

そ  の  他 20 24 4 地域包括支援センターの設置

1 欠員補充による看護師の増員

水　　　道 22 21 ▲ 1 支所の業務の見直しによる

公
営
企
会
業
計
等
部
門

病　　　院 68 69

下  水 道 25 23

小　計 135 137

小　計
79 70 ▲ 9 〔参考：人口1,000人当たり職員数　 1.6人〕

〔類似団体人口1,000人当たり職員数　－人〕

消　　　防 0 0 0

支所の課・係の統廃合による

警　　　察 0 0 0

教　　　育 79 70 ▲ 9

支所の課・係の統廃合による

小　計
514 505 ▲ 9 〔参考：人口1,000人当たり職員数　11.6人〕

〔類似団体人口1,000人当たり職員数　－人〕

衛　　　生 52 50 ▲ 2

65 4 業務量増加、業務内容の拡大

民　　　生 158 147 ▲ 11 保育所の統廃合。指定管理者制度移行

47 0

商　　　工 15 14 ▲ 1 支所の課・係の統廃合による

29 ▲ 2 支所の課・係の統廃合による

労　　　働 0 0 0

5 5 H17.4.1時点は事務局未設置であったため

総　　　務 150 148 ▲ 2 支所の課・係の統廃合による

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議　　　会 0

税　　　務 31

農林水産 47

土　　　木 61

　　　　　　　　　　区　　分
　部　　門

職 員 数 対前年
増減数

主 な 増 減 理 由
平成17年 平成18年

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

構成比

５年前の構成比

%



(5) 定員適正化計画の数値目標及び進捗状況

①平成１７年４月１日～平成２２年４月１日における定員管理の数値目標

②定員管理の数値目標の年次別進捗状況（実績）の概要

（各年４月１日現在）

（注）１　計画期間は、１７年～２２年の５年間である。
      ２　（　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示す。
　　　３　増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、累計の欄にあっては計画1年目以降 
  　　　現年までの職員増減数の累計を示す。                                              

　　　　（　　％）

累計 △ 17 　　　　（　　％）

各年 △ 17

数値目標

行政職

職員数 667 650 ― ― ― 598人以内

増減

１年目 ２年目 ３年目 計

△69人以上 △10.3%

　　　　　　　　　区　　分

部　　門

１７年 １８年 １９年 ２０年 21年～22年 （参考）

計画始期

行政職職員数 職員数

667人 598人以内

平成17年4月1日 平成22年4月1日 純減数 純減率



７　公営企業会計職員の状況

　(1)　水道事業

  　① 職員給与費の状況

    ア　決算

　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。
      ２　職員数は、18年３月31日現在の人数である。

イ　特記事項

平成17年3月31日合併。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成18年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

 ③ 職員の手当の状況

ア　特殊勤務手当（平成18年４月１日現在）

千円

　円

　％

イ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

(注) 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

エ　その他の手当については、一般行政職と同じです。

支給実績（16年度決算） 7,052

支給職員１人当たり平均支給年額（16年度決算） 415

支給実績（17年度決算） 4,965

支給職員１人当たり平均支給年額（17年度決算） 276

水道事業従事手当
水道局工務係、浄水係、東城水
道係に所属する職員

水道業務 月額2,000円

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

職員全体に占める手当支給職員の割合（17年度） 73.7

手当の種類（手当数） 1

支給実績（17年度決算） 277

支給職員１人当たり平均支給年額（17年度決算） 19,786

水道事業会計 43.2 345,006 493,586

市町村平均(水道事業) － － －

庄原市(一般行政職) 43.0 351,847 515,218

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基　本　給 平均月収額

29,344 112,974 5,946.0

　　　　　千円 千円 千円
17年度

人 千円 千円

19 72,261 11,369

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 　　　給与費 　　B/A

137,759 20.2 9.2

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり

　　　　　　Ｂ／Ａ 　める職員給与費比率

17年度
　　　　千円 千円　 千円　 ％　　　　 ％　

680,812 16,508

Ａ  Ｂ　

   総費用に占める （参考）

　質収支    職員給与費比率 　16年度の総費用に占

区分 総費用 　純損益又は実 職員給与費



　(2)　病院事業

  　① 職員給与費の状況

    ア　決算

　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。

      ２　職員数は、18年３月31日現在の人数である。

イ　特記事項

平成17年3月31日合併。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成18年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

③ 職員の手当の状況

ア　調整手当（平成18年４月１日現在）

千円

   円

％ 人 ％

イ　特殊勤務手当（平成18年４月１日現在）

千円

　円

　％

ウ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

(注) 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

エ　その他の手当については、一般行政職と同じです。

支給実績（16年度決算） 10,223

支給職員１人当たり平均支給年額（16年度決算） 135

支給実績（17年度決算） 6,955

支給職員１人当たり平均支給年額（17年度決算） 193

病院救急業務従事手当
病院に勤務する医師、技師、看
護師、准看護師等

病院の救急業務に従事
する職員

医師の場合2,000円又は
4,000円/回。医師以外の場
合、300円～1,200円/回

夜間看護業務手当
病院に勤務する助産師、看護
師、准看護師、看護助手及び介
護福祉士

勤務の一部又は全部が
深夜において行われる
看護業務

勤務の区分により
2,200円又は4,400円

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

職員全体に占める手当支給職員の割合（17年度） 46.3

手当の種類（手当数） 2

支給実績（17年度決算） 6,977

支給職員１人当たり平均支給年額（17年度決算） 225,065

医師 9 7 広島市で勤務する職員　3

支給対象職員 支給率 支給対象職員数 一般行政職の制度（支給率）

支給実績（17年度決算） 5,001

支給職員１人当たり平均支給年額（17年度決算） 833,500

病院事業会計 41.2 328,302 538,667

庄原市(一般行政職) 43.0 351,847 515,218

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

99,473 433,100 6,464

　　　　　千円 千円 千円
17年度

人 千円 千円

67 259,274 74,353

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ 　　　給与費 　　B/A

433,100 27.6 25.3

区　　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり

　　　　　　Ｂ／Ａ 　める職員給与費比率

1７年度
　　　　千円 千円　 千円　 ％　　　　 ％　

1,569,136 △ 39,136

Ａ  Ｂ　

   職員給与費比率 　16年度の総費用に占

区分 総費用

　質収支

　純損益又は実 職員給与費    総費用に占める （参考）



８　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(1) 職員の勤務時間（一般職の標準的なものを記入）

（注） １　休憩時間：職員が勤務時間の途中において，勤務から解放され，自己の時間として自由に利用することが保障されている

　　　　　時間であり，労働基準法に準拠しているもの。

２　　休息時間：一定時間の勤務を続けた場合の軽い疲労を回復し，職務能率の増進を図ることを目的として，条例・規則に基

　　づき正規の勤務時間中に付与されるもの。

(2) 年次有給休暇の取得状況（平成17年1月1日～平成17年12月31日）

(3) 時間外勤務及び休日勤務等の状況（平成17年4月1日～平成18年3月31日）

（注）  １　「時間外・休日勤務総時間数」は，当該年度中の時間外勤務等の総時間数

　　　　 ２　「職員一人当たりの時間外・休日勤務月平均時間数」は，「時間外・休日勤務総時間数」を対象職員（管理職を除く）

　　　数で除したもの

(4) 特別休暇等の状況（平成18年4月1日現在）

国は、曽祖父母なし

職員の妻が出産する場合 ２日以内

職員の親族が死亡した場合 親族に応じ１～７日間 有給 異

有給 同

国は、制度なし

国は、各45分以内
生後１年に達しない子を育てる職員が
授乳等を行う場合

１日２回それぞれ45分以内の期間 有給 異

女性職員の生理の場合
２日を超えない範囲内において、その都度
必要と認められる時間

有給 異

国は、制度なし

妊娠中等の期間に保健指導、健康診
査を受ける場合

妊娠満23週まで：4週間に1回、24～35週：
2週間に1回、36週～出産まで：1週間に1
回、出産の日後１年：１回　　その都度必要
と認められる時間

妊娠中の女性職員の通勤緩和の場合
勤務時間の始め又は終わりにおいて、１日
１時間以内

有給 異

有給 異

国は６週間

国は、制度なし

産後休暇 出産の日の翌日から８週間 有給 同

産前休暇 出産予定日前８週間以内で申し出た期間 有給 異

国は、５日以内

職員が災害、福祉に関するボランティ
ア活動に参加する場合

暦年で５日以内

職員が結婚する場合 ７日を超えない期間（週休日、休日等を除く） 有給 異

有給 同

国は、制度なし

職員が骨髄移植のための骨髄液の提
供者となる場合

必要と認められる期間 有給 同

所轄庁の事務又は事業の全部又は一
部の停止

必要と認められる期間 有給 異

選挙権その他公民としての権利の行
使

必要と認められる期間

証人、鑑定人、参考人等としての出頭 必要と認められる期間 有給 同

有給 同

国の制度と異なる内容休暇の種類
付与日数 有給・無給 国の制度

・期間等  の別 との異同

時間外・休日勤務総時間数
　　　  職員一人当たりの

時間外・休日勤務月平均時間数

73,123 13.92

Ｂ／Ａ　％

16,281 3,868.6 419 9.2 23.8

A Ｂ Ｃ Ｂ／Ｃ　％

により、終了時刻を17:30とした。

総付与日数 総使用日数 全対象職員数 平均使用日数 取得率

休息時間
備　　　　　考

40時間 8:30 17:15 12:15～13:00
12:00～12:15 H18.8.1に休憩休息時間の見直し

15:00～15:15

１週間の
勤務時間

開始時刻 終了時刻 休憩時間



９　職員の分限及び懲戒処分の状況

(1) 分限処分者数（平成17年4月1日～平成18年3月31日） （単位：人）

0 5計 0 0 5

0
第2項

 条例で定めた事由による場合
地公法第27条

0
第2項第2号

 刑事事件に関し起訴された場合
地公法第28条

0
 廃職，過員を生じた場合 第1項第4号

 職制，定数の改廃，予算の減少により 地公法第28条

0
第1項第3号

 職に必要な適格性を欠く場合
地公法第28条

5 5第1項第2号
第2項第1号

 心身の故障の場合
地公法第28条

降給 合計

 勤務実績が良くない場合
地公法第28条

0
第1項第1号

区　　　　　　　　　　　分 降任 免職 休職

国は、制度なし

介護休暇 介護のため必要と認める６月以内の期間

組合休暇 暦年で３０日以内 無給 異

無給 同

国は、制度なし

病気休暇
職員の負傷又は疾病のため療養するため
の必要最小限の時間

有給
(90日まで)

同

短期人間ドックを受検する場合 １日以内 有給 異

国は、その都度必要
と認める時間

運転免許の更新をする場合 半日以内

能率増進計画の実施 ３日の範囲内の期間 有給 異

有給 異 国は、制度なし

小学校就学前の子の看護をする場合 暦年で５日以内 有給 同

災害時において退勤途上の危険を回
避する場合

必要と認められる期間 有給 同

災害により現住居が滅失、損壊した場
合

７日の範囲内の期間

災害、交通機関の事故等により出勤
が困難な場合

必要と認められる期間 有給 同

有給 同

夏季休暇 7～9月までで３日以内 有給 同

職員の父母等の追悼行事の場合 １日以内 有給 同



(2) 懲戒処分者数（平成17年4月1日～平成18年3月31日） （単位：人）

（注） 「訓告等」とは，事件当事者又は監督者に対して訓告，厳重注意などの実質的な制裁を伴わない矯正措置をいいます。

　　 　　

１０　職員の服務の状況

(1) 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律（以下「派遣法」という。）

  に基づく派遣の状況 （平成18年4月1日現在）

(2) 営利企業等の従事許可の状況（地方公務員法第38条関係）

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

（注） 営利企業等の従事とは，営利企業及びその他の団体の役員等への就任・従事すること，自ら営利を

目的とする企業を営むこと等をいいます。

１１　職員の研修及び勤務成績の評定の状況

(1) 職員の研修の状況

　①　研修に関する基本方針の策定（地方公務員法第39条第2項）

無 未定

許可件数 6 庄原市総合サービス㈱ほか

策定の有無 策定時期(予定)

2

区　　　分 件　　　　数 備　　　　考

合　　　　　　計 0 2

小　　　　計 0 0 0

2

退
職
派
遣

特定法人

派遣法第10条

小　　　　計 0 2

派遣法第2条第1項第4号

地方自治法に基づく連合組織

派遣法第2条第1項第3号

派遣法第2条第1項第2号

2 2

派遣法第2条第1項第1号

職
員
派
遣

民法法人 財団法人　広島県土地開発公社

一般地方独立行政法人

特別の法律で設立された法人

0 0 0

派遣形態根拠 法　　人　　名
派遣職員数（人）

役員 職員 合計

計 0 0 0

0 0
全体の奉仕者たるにふさわ 地公法第29条

しくない非行のあった場合 第1項第3号

0 0
職務上の義務に違反し 地公法第29条

又は職務を怠った場合 第1項第2号

0 0法令に違反した場合
地公法第29条

第1項第1号

区　　　　　分 戒告 減給 停職 免職 合計 訓告等



　②　研修の実施状況（平成17年4月1日～平成18年3月31日）

(注）合併前の実績については、研修体系が異なっているため「－」とする。

(2) 職員の勤務成績の評定の状況（地方公務員法第40条）

　①　勤務評定の実施状況（平成16年4月1日～平成17年3月31日）

（注）実施しているには、定期的ではないが実施しているものを含む。

②　勤務評定の活用分野

１２　職員の福祉及び利益の保護の状況
健康診断等の状況（平成17年4月1日～平成18年3月31日）

１３　勤務条件に関する措置の要求の状況

１４　不利益処分に関する不服申立ての状況

0 0 0 0

A B C (A+B-C)

継続件数 措置要求の件数 終結件数 継続件数

H17/3/31現在 H17/4/1～H18/3/31 H17/4/1～H18/3/31 H18/3/31現在

0 0 0 0

A B C (A+B-C)

H17/4/1～H18/3/31 H18/3/31現在

継続件数 措置要求の件数 終結件数 継続件数

短期人間ドック 358

H17/3/31現在 H17/4/1～H18/3/31

区　　　分 受診者数

定期健康診断 377

給与上の処遇

特別昇給 － －

普通昇給 － －

勤勉手当 － －

降任・免職 － －

　　　　人材育成 － －

活　　用　　分　　野 活　用 未活用

　　　　任用管理

昇任・昇格 － －

配置換 － －

実施の有無 導入時期

無 未定

計 275 －

その他の研修 189 － メンタルヘルス研修，人権啓発研修等

広島県建設技術センター 4 －

全国市町村国際文化研修所 2 －

市町村職員中央研修所 5 －

ひろしま自治人材開発機構 75 －

平成16年度
備　　　　　考

参加者数 参加者数
機関別研修

平成17年度


